3．感染症の診断を受けた時　
■新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症にかかってしまった場合、登校時に『感染症再登校届』の提出が必要です。[ここに資料「感染症再登校届（令和8年1月改訂）」挿入]
